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令和8年度　授業計画書（シラバス）

授業科目名 単位 時間

担当教員名

□ 有

■ 無

評価
方法

評価
割合
（%）

定期
試験

100

その他

（合計） 100

教科書・参考書

「関係法規」　東洋療法学校協会編　医歯薬出版株式会社
予定表中のテーマ欄には主として取り扱う教科書該当項目とページ数を記載した。

学科　・　学年

鍼灸学科
1学年

授業科目区分

専門基礎

授業方法

特記事項なし

実技

実務経歴・分野・授業科目との関連等

関連の深い授業科目

医療概論、衛生学　などはりきゅう関係法規 1 20

坂口　眞也

科目関連
実務経歴

受講時留意点、その他

【　全科目受講時共通事項　】※詳細は学生便覧受講における遵守事項参照
　●　病気その他止むを得ない事由以外での欠席はしないこと。
　●　授業開始5分前には所定教室で待機し、指定された席で授業を受講すること。
　●　授業中は私語、および授業内容に関係のない行為は自粛すること。
　●　授業中の電子機器の使用は禁止する。但し、担当教員から許可を得た場合はこの限りではない。
　●　当番は授業前後の準備、整理を行うこと。教室、実習室の整理整頓、採光、換気、節電に努めること。
※注意
　授業開始時間後の入室は職員室にて「授業開始後入室における聴講申請書」を記入し、記入した用紙を担当講師に手渡
して下さい。授業の聴講は許可しますが、出席簿は「欠席」扱いとなります。（公共交通機関遅延により遅延証明書が　ある場
合のみ出席とみなします）。
いったん配布した資料の再配布は、資源節約の観点から原則として行いません。なお、これに伴い配布した資料の控えと欠
席者分の未配布資料については、当該年度内に限り職員室で保管いたします。授業中に受け取れなかった場合は担任もし
くは授業担当者に授業時間外に相談して下さい。紛失等で再配布を希望する場合は、控えを貸出しいたしますので当日中
に自己負担で複製下さい。

成績評価方法

具体的な評価の方法、観点　など

定期試験を前期と後期の最低２回実施。難易度は国家試験相当として、合格基準を正答率６０％以上と
する。問題形式は４者択一の他に、必要に応じて他の形式も出題することもある。

追加で成績加算対象となる課題や試験を実施する場合は都度事前に告知する。

授　業　目　標　＊詳細な目標は、授業の冒頭で提示

【教育目標】
人権を尊ぶ医療従事者になることを前提とした法律の理解を目指す。

【行動目標】
①本科目履修範囲内から作成された国家試験相当の難易度の多肢選択問題を正答率６０％以上で解答できる。
②はりきゅう師を業として行う際に不可欠な資格法ならびにその業務上の関係法規を説明できる。
③はりきゅう師の国家試験・免許取得・開業届出（施術所および個人事業主）・受領委任払い契約など業務に密接な項目に
ついて説明できる。

この授業の概要、助言、学習支援の方法　など

医療人の基本的職業観ともいえる内容をここで学びます。国家試験出題基準収載の内容でもあるので、教科書に必ず目を
通して自分なりに要約して実生活や将来従事するであろう職務に照らし合わせながら理解を深めましょう。
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回数
開講

予定日
テーマ、内容、キーワード

教科書、配布資料
授業日誌 開講日

担当教員
（備考）

1

序章　法とは何か01法の意義、02法の体系、03医
療過誤とリスクマネジメント、04インフォームド・コン
セント 001-007(7)

01章あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律01法制定の目的 010-010(1)

/ 坂口

2
01章あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律02免許と試験 011-021(11)

/ 坂口

3
01章あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律03業務 021-042(22)

/ 坂口

4 同上 / 坂口

5

01章あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等
に関する法律04学校、養成施設 043-045(3)、05指定
試験（登録）機関 046-046(1)、06審議会及び試験委
員 047-047(1)、07罰則 048-050(3)

/ 坂口

6
02章関係法規01医事法規と医療制度 052-053(2)、
02医療法 054-058(5)、03医師法 059-060(2)

/ 坂口

7
02章関係法規04その他の医療従事者に関する法
律 061-069(9)、05薬事法規 070-075(6)

/ 坂口

8
02章関係法規06衛生関係法規 076-091(16)、07社
会福祉関係法規 092-100(9)

/ 坂口

9
02章関係法規08社会保険関係法規 101-116(16)、09
その他の関係法規 117-122(6)

/ 坂口

10 予備 / 坂口

授業外で試験実施


